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住宅セーフティネット住宅の
改修・入居への経済的支援
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住宅セーフティネット制度



住宅を登録すると・・・

専用ＷＥＢサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」
に掲載され、広く情報公開
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住宅セーフティネット制度



※ 共用部分に台所や収納等を備え、共同で利用してもよい
（各戸１８㎡以上）

※ シェアハウスも登録可能
（専用居室 ９㎡以上）

＜登録できる住宅＞※主な要件

■ 耐震性があること（新耐震基準に適合）
■ 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を備えること
■ 面積基準を満たすこと（各戸２５㎡以上）
■ 家賃が近傍同種と均衡を失しないこと

都では、着工日に
応じて、面積基準
を緩和しています。

[一般住宅の面積緩和の例]
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住宅セーフティネット制度



＜登録方法＞

■ 基本的に、電子申請で完結

■ 入力以外で必要な書類は、間取図（画像データ）
※ 旧耐震の場合は耐震性を証する書類も必要

■ 手数料は無料

※ 登録は１戸からでも、入居中でも可能

※ 一戸建ての登録も可能

※ 受け入れる住宅確保要配慮者の範囲は、自由に設定可能
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住宅セーフティネット制度



＜住宅の種類＞

■ 住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅【登録住宅】

■ 住宅確保要配慮者のみが入居可能な住宅【専用住宅】

（国土交通省資料に基づき作成）

支援策支援策
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住宅セーフティネット制度



＜専用住宅に対する支援策＞

セーフティネット住宅の補助制度
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国の支援策 東京都独自の支援策



１＜改修費への補助＞【専用住宅のみ】

■ 専用住宅の耐震改修や間取り変更、バリアフリー工事等
を対象に補助
（上限 １戸当たり最大２００万円）

※ 国による直接補助 と 区市町村を通じた補助 があります。
※ 現在、補助制度のある区市は次のとおりです。

墨田区、中野区、豊島区
北区、荒川区、練馬区
八王子市
（令和5年11月末時点）

例えば、
こんな工事が対象
になります。
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セーフティネット住宅の補助制度



２＜家賃低廉化への補助＞【専用住宅のみ】

■ 専用住宅に入居する低額所得者の家賃を減額する場合、
区市町村を通じて補助
（上限 １戸当たり原則４万円／月）

※ 現在、補助制度のある区市は次のとおりです。

墨田区、世田谷区、渋谷区、豊島区、北区
荒川区、練馬区、足立区、八王子市
（令和5年11月末時点）
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セーフティネット住宅の補助制度



＜家賃低廉化補助の概要＞
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セーフティネット住宅の補助制度
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４＜貸主応援事業＞ 【専用住宅のみ】 東京都独自の補助

セーフティネット住宅の補助制度



５＜登録協力補助＞【専用住宅のみ】 東京都独自の補助

■ 空き家等が、専用住宅に新たに登録された場合、
貸主と不動産事業者それぞれに５万円/戸の報奨金を交付

東京都

不動産事業者

①登録働きかけ

貸主

②専用住宅※へ登録

③所属証明等

➃交付申請

⑤報奨金（５万円/戸）

⑤報奨金
（５万円/戸）

東京都居住支援協議会の
構成員である不動産関係団体
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セーフティネット住宅の補助制度

補助のイメージ

主な要件



空き家住宅のセーフティネット住宅への改修事例

築30年ほど経過し空室が目立ってきた物件をSN住宅へ改修
⇒「お試し」で２部屋を専用住宅に登録！
今は８部屋まで登録を増やし空室なし！

入居者：子育て世帯
構 造：鉄筋コンク

リート造
面 積：52㎡
築年数：34年
家 賃：6万円

事業概要

区市町村を通じた「改修費補助」を活用
◯間取り変更工事
○子育て世帯対応改修工事
○バリアフリー改修工事
○その他工事（温水洗浄便座への更新）
⇒ 総改修費 約540万円 補助金 200万円

自己負担額 340万円

改修内容

○家賃低廉化補助も活用
補助金4万円が受けられるため、入居者の負担
は2万円。
➡長期入居、安定経営につながる

その他の補助

「改修費補助」の実施
がない自治体でも、東
京都独自の補助である
「住宅設備改善費補
助」の活用は可能。
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居住支援法人等応援事業

〇住宅確保要配慮者は、住宅探しの難しさに加え、就労や生活面等で複合的な課題を
抱えている場合も多く、入居後の居住支援も課題
〇住宅のマッチングや入居後の支援等には時間・労力を要するため、居住支援法人等
が安定してサブリース物件を運営するには一定期間の支援が必要

事業の概要と目的

〇都内の民間住宅を新たに借り上げて専用住宅に登録し、住宅確保要配慮者へ
住宅提供及び入居後の見守りや生活支援などを行う居住支援法人等に対し
活動費や運営費の一部を補助

〇住宅確保要配慮者の住宅の確保及び居住の安定を図る

東京都独自の補助

課題および背景
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居住支援法人等応援事業

補助対象者

〇東京都指定の居住支援法人
〇都内で居住支援を1年以上実施している社会福祉法人
又は東京都居住支援協議会の構成員

主な要件

〇新たにマスターリース契約に基づき賃借した住宅を、東京ささエール住宅の

専用住宅に登録すること

〇専用住宅への登録にあたっては、高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得者、
外国人等の住宅確保要配慮者を受け入れる登録とすること

〇専用住宅としてマスターリース契約期間を維持すること

〇当該住宅に入居する住宅確保要配慮者の属性や状況に応じた居住支援を
継続的に行うこと
（例 高齢者向けの安否確認、買い物の付き添い、生活相談、就労支援など）

〇マスターリース契約は、必ず補助金の交付決定後に行うこと
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※注意 本補助金を申請される方は、必ず事前相談を行ってから申請してください。
1+2+4+5の申請が基本で、3は引っ越し支援がある場合に申請できます。

居住支援法人等応援事業


